
 
 

【新市建設計画の概要】 

 

（１）計画の趣旨 

 この計画は、新居浜市と別子山村の合併後に新市を建設していくための基本方針を定めるとともに、こ

れに基づく建設計画を策定し、その実現を図ることにより新居浜市と別子山村の速やかな一体化を促進し

て、地域の発展と住民福祉の向上を図ろうとするものである。 
 

（２）計画の構成 

 この計画は、新市を建設していくための基本方針、それを実現するための建設計画、公共施設の配置及

び財政計画で構成する。 
 

（３）計画の期間 

 建設の基本方針は、長期的な視野に立ったものであり、建設計画、公共施設の配置及び財政計画は、平

成 15 年度から平成 24年度までの 10カ年計画とし、平成15 年度から平成 19年度までの 5 年間を前期計

画とし平成20年度から平成24 年度までの 5年間を後期計画とする。 
 ただし、具体的施策については前期計画分の概算事業費を明示し、後期計画の具体的施策及び概算事業

費、財政計画については適正な時期に見直しを行うものとする。 

 
 

 

 

前期（15～19 年度） 後期（20～24 年度） 

計画期間 10年 
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【新市建設計画の変更手続き】 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

１ 新市建設計画変更案の作成 

２ 別子山地域審議会への諮問 

３ 愛媛県知事への事前協議・正式協議 

４ 新居浜市議会での議決 

５ 総務大臣及び愛媛県知事への計画送付 



 
 

※本日の庁議では、青字の事業について取組み状況及び今後の予定を説明 

 新 市 建 設 計 画 進 行 状 況 
                            【平成１７年８月庁議資料】 

    
当初計画より遅れている事業及び方針が未決定の事業並びに県事業一覧表 

 
◎ 地球温暖化防止森林管理システムモデルづくり事業 経済部 ・・（方針未決定事業） 
 
◎ 交通・通信の利便確保〈バス路線の確保〉経済部  ・・・・・・（試行中事業） 
 
◎ 別子山支所整備事業 経済部  ・・・・・・・・・・・・・・・（方針未決定事業） 
 
◎ 別子山簡易水道整備事業 経済部  ・・・・・・・・・・・・・（方針未決定事業） 
 
◎ 筏津山荘改築事業  経済部  ・・・・・・・・・・・・・・・・（遅れている事業） 
 
◎ 別子はな街道トイレ整備事業 経済部  ・・・・・・・・・・・（遅れている事業） 

平成１７年度 一部事業着手予定 
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地区地すべり補修事業 経済部  ・・・・・・・・・・・（県事業） 

 
◎ 別子山活性化推進住宅新築工事 経済部（建設部）  ・・・・・（遅れている事業） 
 
◎ 新居浜駅連続立体交差事業調査 建設部  ・・・・・・・・・・（方針未決定事業） 
 
◎ 新居浜別子山線  建設部  ・・・・・・・・・・・・・・・・・（県事業） 
 
◎ 新居浜市内のその他県道整備事業 建設部  ・・・・・・・・・（県事業） 
 
◎ 市営サッカー場整備 教育委員会  ・・・・・・・・・・・・・・（方針未決定事業） 
 
◎ 消防分団詰所の整備 消防本部  ・・・・・・・・・・・・・・（方針未決定事業） 
 

 
今後の対応 
１ 方針未決定の事業については、具体的事業計画を検討し、方針を決定する。 

特に前期計画分については、早急に着手すること。 
２ 遅れている事業については、遅れている問題点について検討し、速やかに事業実施に向
けて取り組むこと。 

３ 県事業については、執行状況、予算の状況を把握すること。 
４ 年２回程度地域審議会が開催され、新市建設計画の進捗状況や予算の状況を報告する予
定である。 

平成１７年８月作成 



 
 
 


